児童福祉行政及び社会福祉施設（児童福祉施設）に対する指導監査方針

                                                  　平成１８年４月２８日策定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年４月２８日施行
　高知県社会福祉法人等指導監査実施要綱第８条第１項の規定により、児童福祉行政指導監査については、厚生省児童家庭局長通知（平成１２年４月２５日児発第４７１号）及び過去の指導監査結果を踏まえ、次に掲げる市町村児童福祉行政指導監査事項及び社会福祉施設（児童福祉施設）指導監査事項について実施する。
１　市町村児童福祉行政指導監査事項
	     主眼事項
	                   着　眼　点

	第１　児童福祉行政
    事務処理体制
第２　保育の実施の

確保
１　要保育児童の把握状況
２　保育の実施事務
　処理状況
	　児童福祉行政主管課の業務体制が適切か。　
(1) 児童福祉行政主管課の業務処理体制が適切か。
(2) 内部組織相互間における連携がとられているか。
(3) 児童福祉施設に対する指導が適正に行われているか。
(4) 関係機関等との連携が適切に行われているか。
(1)　要保育児童（数）が適切に把握されているか。
   ア　保育の実施条例の制定及び運用が適正に行われているか。
   イ　保育所等の情報提供の方法、内容等が適正に行われているか。
   ウ　学齢前児童及び要保育児童数の把握が適切に行われているか。
(2)　保育所の適正配置等が行われているか。
   ア　保育所の配置状況が適正であるか。
   イ　定員見直し、統廃合等が適切に行われているか。
   ウ　認可外保育所等関連施設の把握が適切に行われているか。
　保育の実施事務処理が適切に行われているか。
　ア　保育所入所手続（申込窓口（保育所の代行も含む。）、申込書、申込時期、保育の実施機関、入所承諾書の交付等）が利用者の利便に配慮されているか。


	     主眼事項
	                   着　眼　点

	３　保育所運営費の
  事務処理状況

	  イ　入所申込書の受付けから入所決定までの事務処理が迅速に処理されているか。

ウ　希望した保育所への入所のため、入所の円滑化に努めているか。
  エ　入所の選考（選考する場合の条件・選考基準の制定・内容・公表）が適正に行われているか。
  オ　「保育に欠ける状況」の確認が適正に行われているか。
  カ　待機児童の解消等に向けた適切な対応、低年齢児（０～２歳）の入所状況を適切に把握し、これらに対する対応計画を立案しているか。
  キ　広域入所を行っているか。関係市町村との連絡調整等が行われているか。
　ク　求職中も保育所の利用ができることを周知しているか。

(1)  支弁対象児童の状況の把握が適切に行われているか｡
(2)　保育単価の設定、通知等が適切に行われているか。
(3)　支弁台帳（総括表、施設表）の記載が適切に行われているか。
(4)　運営費の支弁（時期、各種加算費（特に民改費の設定、額の算定等）、額の算定、支払方法等）が適正に行われているか。
(5)　同一世帯内の扶養義務者の把握、その課税確認（特に住宅取得控除）、減免の方法が適正に行われているか。
(6)　保育料の徴収方法が適切に行われているか。
(7)　運営費の精算（実支出額、支弁額、徴収金基準）が適正に行われているか。
(8)　保育児童に関する台帳等の関係書類が適正に整備・保存されているか。



	     主眼事項
	                   着　眼　点

	第３　入所施設措置
　　費の事務処理状
    況
	(1)  母子生活支援施設、助産施設への要措置者の実態把握及び被措置者（世帯）の入所状況の状況が適正に行われているか。
(2)　母子生活支援施設、助産施設への被措置者（世帯）の徴収金算定基礎の把握が適正に行われているか。
(3)  支弁対象者（世帯）の事務処理（ 入所措置事務（入所申請の受理、調査、判定、指導、措置等）、措置の解除、停止、変更等の事務処理）が適正に行われているか。
(4)  支弁台帳（総括表及び施設表）の記載が適正に行われているか。

(5)　措置費の支弁（時期、額の算定、支払方法等）が適正に行われているか。

(6)　同一世帯内の扶養義務者の把握、その課税状況等の確認が適正に行われているか。
(7)　措置費の精算（実支出額、支弁額及び徴収金基準）が適正に行われているか。




 ２　社会福祉施設（児童福祉施設）指導監査事項
	     主眼事項
	                 着　　　眼　　　点
　

	第１　適切な入所者

援助の確保
１　入所者援助の充実
	　施設の援助について、個人の尊厳を旨とし、入所者の意向、希望等を尊重する配慮がなされているか。
  また、児童の保護者等及び関係機関（児童相談所・福祉事務所等）との連絡調整が図られているか。
  施設管理の都合により、入所者の生活を不当に制限していないか。
(1) 自立支援計画は、適切に策定されているか。
 ア　 自立支援計画は、日常生活活動能力、心理状態、家族関係及び所内生活態度等についての定期的調査結果及び入所者本人の希望に基づいて策定されているか。
      また、自立支援計画は、入所後、適切な時期にケース会議の検討結果等を踏まえたうえで策定され、必要に応じて見直しが行われているか。
  イ　自立支援計画は、医師、理学療法士等の専門的なアドバイスを得て策定され、かつ、その実践に努めているか｡
  ウ　個別の自立支援計画に基づいた処遇が実践されているか。
  エ　入所者の援助記録等は整備されているか。
(2) 適切な食事を提供するように努めているか。　
  ア　必要な栄養基準量が確保されているか。
  イ  嗜好調査、残食（菜）調査及び検食結果等を献立に反映するなど、食事のメニューに工夫がなされているか。
  ウ　検食は、適切な時間になされているか。（原則として食事前となっているか。）
      また、複数の職種の職員により実施されているか。
  エ　入所者の身体状況（咀嚼能力、健康状況等）に合わせた調理内容になっているか。（一般食、刻食、ミキサー食､栄養補給食品等。）
  オ　新鮮な材料を用いてバランスの取れた食事が提供されているか。（安易に缶詰等の加工食品又は既製品を用いていないか。）
  カ　食事の時間は、家庭生活に近い時間となっているか。（特に夕食時間は１７時以降となっているか。）

　キ　食事は適温で食べられるような配慮がなされているか。

	     主眼事項
	                 着　　　眼　　　点
　

	
	  ク　入所者の身体状況に応じた食事のための自助具等の活用がされているか。
  ケ　保存食は適切な方法で保管されているか。（原材料及び

調理済み食品を食品ごとに５０g 程度づつ零下２０度以下

で２週間以上冷凍保存する。）
  コ　食器類の材質、種類に配慮がなされ、また衛生管理に努めているか。
  サ　調理関係者の検便は毎月全員に実施されているか。
  シ　食事の提供に関する会議が関係者で定期的に開催されているか。
  ス　食事の提供に関する記録及び脱脂粉乳の受払記録が適正に行われているか。
  セ　３歳未満の入所者に対する献立及び調理（離乳食等）について配慮がされているか。
  ソ　食中毒対策が適切に行われているか。

タ  調理業務の委託が行われている場合、契約内容等が遵守されているか。
(3) 適切な入浴等の確保がなされているか。
  ア　入所者の入浴は、１週間に少なくとも２回以上行われ、

次回の入浴までの間にあっては、必要に応じ清拭等が行わ

れているか。
      また、入浴日が行事日、祝日等に当たった場合、代替日

を設けるなど週２回の入浴が確保できているか。
  イ　入浴に当たっての健康状況のチェックは行われているか。（体調の悪い者等については、医師又は看護師の指示を仰

いでいるか。また、皮膚観察を行っているか。）
  ウ　風呂の湯は清潔に保たれているか。
  エ　脱衣場の保温について配慮されているか。
  オ　個々の入浴者の身体状況に応じた入浴形態でくつろいだ

入浴の確保ができるよう努めているか。
(4) 入所者の状況に応じた排泄及びおむつ交換が適切に行われているか。 　
    発達状態に応じて、排泄の自立のための働きかけを行うが、無理なしつけは自立を遅らせたり、精神健康上も好ましくないので、自立を急がせないように留意する。

	     主眼事項
	                 着　　　眼　　　点
　

	
	(5) 衛生的な被服及び寝具が確保されるよう努めているか
  ア　入所者の被服は、季節や生活サイクルに合った衛生的な

ものを着用するよう配慮がなされているか。
  イ　起床後着替えもせず、寝巻のままではないか。
  ウ　入所者の被服の洗濯等は適切に行われているか。
  エ　シーツ等寝具のリネン交換は適切に行われ、常に清潔な

ものとなっているか。
(6) 医学的管理は、適切に行われているか。
  ア　定期の健康診断、衛生管理及び感染症等に対する対策は

適切に行われているか。
      また、健康診断の結果の記録・整理・保管が適正に行わ

れているか。
　イ　施設の種別や入所定員の規模別に応じて、必要な医師、

嘱託医が配置されているか。（必要な日数、時間が確保

されているか。）また、個々の入所者の身体状態・症状

等に応じて、医師又は嘱託医による必要な医学的管理が

行われ、看護師等への指示が適切に行われているか。
　ウ　入所者の外部への通院時の介添え、交通手段の配慮が

されているか。また、入所者の入院時の病状把握がされ

ているか。
(7) 乳幼児突然死症候群による事故防止に配慮しているか。
(8) 感染症発生時の適切な対応

ア　職員が入所者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに施設長に報告する体制を整えるとともに、施設長は必要な指示を行っているか。

イ　感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録しているか。

ウ　施設長は、次の①、②又は③の場合は市町村等に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講じているか。

　　①　同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合。

	     主眼事項
	                 着　　　眼　　　点
　

	
	　　②　同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。

　　③　①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。

エ　ウの報告を行ったときには、その原因の究明に資するため、当該患者の診察医等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するように努めているか。

オ　日頃から、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、職員の健康管理を徹底し、職員や来訪者の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、職員及び利用者に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図っているか。

　　　また、年１回以上、職員を対象として衛生管理に関する研修を行っているか。

(9) レクリエーションの実施等が適切に行われているか。
(10)保護者等との連携に積極的に取り組んでいるか。
  ア　入所者や保護者等からの相談に応じる体制が整えられて

いるか。また、相談に対して適切な助言、援助が行われて

いるか。
  イ　保護者等との連携が密接に保たれているか。入所者の身体状況の変化等について、保護者等への情報提供等の配慮がなされているか。また、家庭復帰が期待できる者については、関係機関や保護者等との連携を図る等適正な対応がされているか。
  エ　長期にわたって保護者の面会がない場合、保護者等に対し、来所についての働きかけが行われているか。
  オ　急病等の場合の緊急連絡体制が整備されているか。

(11)苦情を受け付けるための窓口及び第三者委員を設置するなど苦情解決に適切に対応しているか。　
　ア　第三者委員に施設の職員以外の者が指名されているか。

　イ　サービスに係る苦情内容及び解決結果を定期的に公表しているか。 

	     主眼事項
	                 着　　　眼　　　点
　

	
	(12)実施機関との連携が図れているか。

(13)職員の児童に対する虐待等の禁止に関する対策を講じているか。

(14)職員が業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じているか。

[児童入所施設]                                     
(1) 児童の意見を表明する機会が十分確保されているか｡
(2) 体罰等懲戒権が濫用されていないか。　　         
  ア　施設の規程に懲戒に係る権限の濫用の禁止に係る事項が

盛り込まれているか。                       
  イ　児童の権利擁護に関する施設内研修が実施されているか。                                         
(3) 生活指導、職業指導が適切に行われているか。　   
(4) 生活訓練費が適正に支給されているか。           
(5) 施設が児童の現金（生活訓練費のみを管理している場合を除く）、預貯金通帳、年金証書及び印鑑等（以下「預かり金等」という。）を管理する場合、管理は適正に行われているか。

　ア　施設が預かり金等を管理する場合は、預かり金等に係る内容が書面（預かり証、依頼書等）により児童等に明らかにされているか。

イ　預かり金等の管理責任者が定められているか。

また、現金、預貯金通帳、印鑑等の保管管理者がそれぞれ別に定められ、保管場所はそれぞれ別の場所にするなど管理体制が明確になっているか。

ウ　預かり金等に関する記録（帳簿、領収書等）は、個人別に整理され、整備されているか。

エ　預かり金等の収支状況は、管理責任者または管理責任者が任命したものによって毎月点検されているか。

オ　預かり金等の受け入れ、引き出し等が行われる際、複数の職員の立ち会いのもとに行われ、入所者の確認が徴されているか。

カ　預かり金等の収支状況を定期的（年４回程度）に入所者に確認させているか。

キ　退所時における預かり金等の返還の処理は適正に行われているか。 


	     主眼事項
	                 着　　　眼　　　点
　

	
	ク　預かり金等の管理に関する規程が整備されているか。

　また、規程にはアからキまでの内容が盛り込まれているか。

ケ　自己管理のための必要となる保管場所の確保等の配慮がなされているか。

 (6) 退所後の状況が適切に把握されているか。必要があれば、

就職先等を訪問し、指導を行っているか。        
[保育所]                                           
(1) 開所・閉所時間、保育時間及び開設日数が適切に設けられているか。                                   
(2) 保育所運営に必要な保育士数が配置されているか。

(3) 保育時間（延長保育時間を含む）中は、保育士が２名を下回っていないか。

(4) 入所児童の年齢制限を行っていないか。           
(5) 情報提供が適正に行われているか。               
(6) 入所児童の発展に応じた保育が行われているか。   
(7) 短時間勤務保育士が採用されている場合、その配置・処遇は適切に行われているか。                     
(8) 保護者との連絡（登所、降所等）が適切に実施されているか。                                         
(9) 定員を超えて私的契約児童を入所させていないか。 
(10)調理の業務委託が行われている場合、契約内容等が遵守されているか。                                 



	     主眼事項
	                 着　　　眼　　　点
　

	２　入所者の生活環境等の確保
３　自立、自活等へ
  の支援援助
第２　社会福祉施設運営の適正実施の確保
１　施設の運営管理
  体制の確保
	  施設設備等生活環境は、適切に確保されているか。
  ア  入所者が安全・快適に生活できる広さ、構造及び設備と

なっているか。
  イ　居室等が施設及び運営基準に合った構造になっているか。
  ウ　各居室、便所等必要な場所にカーテン等が設置され、入所者のプライバシーが守られるよう配慮がなされているか。
  エ　居室等の清掃、衛生管理、保温、換気、採光及び照明は

適切になされているか。
  オ　衛生設備（特に調理室等）、給水・排水及び汚物処理設備の管理は適切になされているか。
　    特に、給水施設については、法令等で定められている点検が行われているか。
  カ　ボイラー、電気設備等の保守点検及び危険物の安全管理は、適切になされているか。
  入所者個々の状況等を考慮し、施設種別ごとの特性に応じた

自立、自活等への援助が行われているか。
  適切な基本方針を基に施設運営が行われているか。
  健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な運営を行うよう努めているか。
  措置費等を財源に運営する児童福祉施設の経理事務は、適切に事務処理され、措置費等が適正に使われているか。
(1) 事業計画は、適切に策定され遂行されているか。また、事業報告は適切になされているか。
(2) 必要な諸規程は、整備されているか。　
    管理規程、就業規程等必要な規程が整備され、当該規程に

基づいた適正な運営がなされているか。
(3) 施設運営に必要な帳簿は整備されているか。
(4) 入所定員及び居室の定員を遵守しているか。


	     主眼事項
	                 着　　　眼　　　点
　

	
	(5) 人事管理は適正に行われているか。
  ア  直接処遇職員等は、配置基準に基づく必要な職員が確保

されているか。また、定着化に努めているか。
  イ　各種加算に見合う職員が配置されているか。
  ウ　職員研修は具体的に計画が立てられ、積極的に行われて

いるか。
(6) 施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事しているか。
(7) 施設長に適任者が配置されているか。
  ア　施設長の資格要件は満たされているか。
  イ　施設長は専任者が確保されているか。施設長が他の役職

を兼務している場合は、施設の運営管理に支障がないよう

な体制がとられているか。
(8) 育児休業、産休等代替職員は確保されているか。
(9) 施設整備は、適正に整備されているか。また、建物及び設備の維持管理は適切に行われているか。
(10) 施設の運営が適正に行われた上で、運営費の弾力運用が行われているか。　
　
(11)　運営費は、安全確実な方法で管理運用されているか。
　


	     主眼事項
	                 着　　　眼　　　点
　

	２　必要な職員の確保と職員処遇の充実
	(12)高額繰越金等を有している場合及び保育所を運営している法人等においては運営費に係る当該会計年度の各種積立預金への積立支出及び当期資金収支差額の合計額が当該施設の経理区分の計上収入額（決算額）の５％以上の施設について、設備、職員処遇及び入所者援助に改善を要するところはないか。

(13)施設設備を地域に解放し、地域との連携が深められているか。

(14)予算及び補正予算の編成の時期は適切か。また、積算は適切に行われているか。
(15)決算は適正に行われているか。

(16)会計経理が適切に行われているか。
  ア　措置費等の請求金額が適正な額となっているか。
  イ　事業費と事務費の流用が適正に行われているか。
  ウ　利用者負担金（職員給食費等、延長保育、一時保育料及び私的契約利用料）が適正な額となっているか。
  エ　会計間相互の貸借が適正に行われているか。
  オ　現金、預金等の保管が適正に行われているか。
  カ　物品管理は適正に行われているか。
  キ　内部牽引体制が確立され、適正に機能しているか。
  ク　寄附金の取扱いは、適正に行われているか。
(1) 労働基準法第２４条・第３６条の労使の協定が締結され、

労働基準監督署へ提出されているか。
(2) 労働時間の短縮等労働条件の改善に努めているか。
  ア　労働基準法等関係法規は、遵守されているか。
  イ　職員の健康診断等健康管理は、適正に行われているか。
  ウ　保育士等の夜間勤務を行う者について長時間勤務の解消

に努めているか。
  エ　年次有給休暇の取得、夜勤、宿日直、介護休業、産休・

育児休業の取扱いは適切に行われているか。
(3) 業務体制の確立と業務省力化の推進に努めているか。
(4) 職員の確保及び定着化について積極的に取り組んでいるか。
(5) 通勤・住宅手当等の各種手当が規定され、適正に支払われ

ているか。


	     主眼事項
	                 着　　　眼　　　点
　

	３.危機管理対策の充実
 強化
	(6) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度を活用しているか。
  ア　退職手当制度への加入状況は適切か。
  イ　社会福祉・医療事業団に提出されている本俸月額は適正か。

(7) 適切な給与基準の確保
  ア　給与規程は適正に整備され、運用されているか。
      初任給格付、前歴換算、標準職務についての基準が整備

され、給与格付、昇格、諸手当等の支給は給与規程に基づき、適正に実施されているか。
  イ　給与水準は、施設所在地の地方公共団体等の給与水準を勘案する等妥当なものになっているか。　
  ウ　非常勤職員等に対する雇用契約、賃金の支払い等が
　　適正に行われているか。
(8) 職員研修等資質の向上対策の推進に努めているか。
  ア　職員に対する研修は計画的に行われているか。
      また、参加者の偏りはないか。
  イ　職種別の外部研修等への参加が行われているか。
  ウ　研修内容が、職員会議等において、他の職員へ周知
    又は紹介されているか。
  エ　内部研修及び新任研修等が行われているか。
  危機管理対策について、その充実強化に努めているか。
  ア　消防法令に基づきスプリンクラー、屋内消火栓、非
　　常通報装置、防火カーテン、寝具及び避難設備（階段、
  　避難器具）の設備が整備され、また、これらの設備に
　　ついて専門家により定期的に点検が行われているか。
  イ　非常時の際の連絡・避難体制及び地域の協力体制は
  　確保されているか。
  ウ　消火訓練及び避難訓練は、消防機関に消防計画を届
　  出のうえ、月１回以上適切に実施され、年１回は夜間訓
　　練又は夜間を想定した訓練が実施されているか
  エ　防犯について配慮されているか。

　オ　地震等大規模自然災害（東南海・南海地震等）を想定した対応マニュアルなどが策定され、かつ訓練を実施しているか。

　カ　利用者の事故防止について配慮されているか。


